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兵庫県における母語教育支援の取組について

日時：平成２１年８月９日（日）

場所：立命館大学衣笠キャンパス敬学館

Ⅰ はじめに

・１９９５（平成 ７）年 阪神・淡路大震災

・１９９８（平成10）年 「人権教育基本方針」

・２０００（平成12）年 「外国人児童生徒にかかわる教育指針」

・２００３（平成15）年 「子ども多文化共生センター」開設

人権教育基本方針

■ ４つの内容

１ 人権としての教育

(1) 自ら学ぶ力の育成

(2) 自己についての肯定的な認識の形成

２ 人権についての教育

(1) 人権意識の高揚

(2) 差別解消への態度の育成

３ 人権を尊重した生き方のための資質や技能を育成する教育

(1) 自立向上の精神の育成

(2) 思いやりの心の育成

４ 学習者の人権を大切にした教育

(1) 一人一人を大切にした教育指導

(2) 学習環境と条件の充実

外国人児童生徒にかかわる教育指針

■ ４つの基本的な考え方
１ 自己実現を図るための支援
(1)  外国人児童生徒が誇りを持って過ごせる環境づくり
(2) 学習機会の提供と自尊感情の形成
(3)  学習指導及び進路指導の充実

２ 偏見や差別をなくそうとする意欲や態度の形成
(1) 在日韓国・朝鮮人などにかかわる歴史的経緯や社会的背景についての

認識
(2) 日本語理解が不十分な児童生徒についての認識
(3)  差別や偏見の不当性についての認識

３ 共生の心の育成
(1)  異なる文化の理解
(2)  自国の文化を尊重する態度と異文化間コミュニケーション能力の育成

４ 学校における研修体制の確立
(1)  教職員の人権意識の高揚
(2)  教職員の研修の充実
(3)  家庭及び地域社会との連携

Ⅱ 外国人児童生徒の状況
（１）外国人県民の状況

外国人県民

<県下全域>

合計１０１，７７３人
（平成２０年１２月末）

（２）公立学校における外国人児童生徒の状況
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（３）日本語指導が必要な外国人児童生徒の状況
ア 言語別人数 平成２０年９月１日

合計 ７０２名

30%

25%
13%

9%

7%

7%

9%

　ベトナム語

中国語

ポルトガル
語
フィリピノ語

韓国・朝鮮
語
スペイン語

その他

ベトナム語 ２１５

中国語 １７５

ポルトガル語 ９１

フィリピノ語 ６５

韓国・朝鮮語 ４８

スペイン語 ４７

その他（17言語） ６１

（３）日本語指導が必要な外国人児童生徒の状況
イ 校種別在籍数 平成２０年９月１日

合計７０２名

63%

30%

3% 4% 0%

小学校

中学校

高等学校

中等教育学校

特別支援学校

小学校 ４４１

中学校 ２１３

高等学校 １８

中等教育学校 ２９

特別支援学校 １

（３）日本語指導が必要な外国人児童生徒の状況
ウ 在籍人数別学校数 平成２０年９月１日

合計２１８校

２０人以上

１５～１９人

１０～１４人

５～９人

４人

３人

２人

１人

１人 １１４

２人 ４０

３人 ２６

４人 ８

５人以上
１０人未満

１５

１０人以上
１５人未満

７

１５人以上
２０人未満

１

２０人以上 ７

（４）外国人児童生徒の課題

学校生活への適応 生活習慣や文化の違い
日本語理解
コミュニケーション

学力の定着 学習言語の習得
学習の継続性

心の安定 自尊感情
アイデンティティ
母語・母文化の保持
親子の会話

Ⅲ 子ども多文化共生教育の具体的な
取組

（１） 外国人児童生徒の自己実現の支援

（２） すべての児童生徒への「豊かに共生する心」の育成

（３） 子ども多文化共生にかかるネットワークの充実

（１） 外国人児童生徒の自己実現の支援

■ 子ども多文化共生サポーター派遣事業

■ 日本語指導研究推進事業

■ 新渡日の外国人児童生徒にかかわる母語教育支援事業

■ 帰国・外国人児童生徒受入促進事業

■ 外国人児童生徒等にかかわる教育相談

■ 子ども多文化共生ボランティアの登録及び紹介
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（２） すべての児童生徒への「豊かに共生する心」
の育成

■ 子ども多文化共生教育シン
ポジウムの開催

■ 子ども多文化共生センター
の出張展示

（３） 子ども多文化共生にかかるネットワーク
の充実

■ 子ども多文化共生センター

の運営

■ 研修会、相談事業等の共同

開催

新渡日の外国人児童生徒にかかわる母語
教育支援事業

１ 趣旨

(1) 学習言語習得の支援

→母語のできる指導者をセンター校に派遣

(2)  アイデンティティ確立の支援

→母語・母文化にふれる様々な体験・交流活動

■ 開始時期（平成18年度～）

母語を思考基盤とする新渡日の外国人児童生徒が、新しい言語である日本語を
早期に習得するためには、母語教育を効果的に行うことが必要である

２ 取組の様子（１）
平成20年度新渡日の外国人児童生徒にかかわる母語教育支援事業実践報告書より

絵カードの取り合い発音の練習

ベトナム語カルタ（児童作品）

獅子舞（ムーラン）の練習風景

カードを使って文を作る

かけ算と理科の実験
結果を母語で書こう

ベトナム語の教科書

正確な発音で歌詞を読む練習

２ 取組の様子（２）
平成20年度新渡日の外国人児童生徒にかかわる母語教育支援事業実践報告書より ３ これまでの成果

(1) 計画的・組織的な取組
・ 教職員の共通理解と推進体制づくり

・ 母語教室への理解

(2) 指導方法の工夫・改善
・ 個に応じた指導

・ 教材開発

(3) 児童生徒への効果的な支援
・ 学習言語習得の促進と学習意欲の向上

・ 心の居場所や仲間づくり（自尊感情やアイデンティティーの確立）

(4) 家庭や地域との連携
・ 親子関係

・ 母語及び母文化の保持
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４ 今後の課題

(1) 学習言語習得のための系統的なカリキュラムの作成
・ 児童生徒の能力や学習意欲の個人差

・ 家庭での学習環境や母語習得状況の違い

(2) 総合的・横断的な取組
・ 教科学習や総合的な学習との連携

・ 在籍学級との連携

・ 小中連携

(3) 母語と日本語能力の客観的評価

(4) その他
時間的な問題、安全面等

５ 実施状況（平成２１年度）

(1)  実施市町 ７市

(2)  センター校 １５校
小学校１３校・中学校２校

(3)  言語 ６言語
中国、ベトナム、スペイン、ポルトガル、フィリピノ、インドネシア

(4) 対象児童生徒数 ２２８名

５ 実施状況（平成２１年度）

(5) 具体的な取組

ア 学習言語の習得を促進する効果的な母語支援カリ

キュラムの作成

イ 母語及び日本語能力判定表の作成

ウ 事業の評価及び検証

エ 母語の支援を行っている関係機関・団体との連携

母語の支援を行っている関係機関・団体との連携

■ 兵庫県国際交流課（神戸市中央区）
ポルトガル語支援者（国際交流員）による母語教室
→明石市立小学校・宝塚市立小学校（平日・放課後）

■ 関西ブラジル人コミュニティ（神戸市中央区）
→ポルトガル語の母語支援教室（土曜日・午後）

■ こうべ子どもにこにこ会（神戸市東灘区）
→スペイン語の母語支援教室・神戸市立小学校と連携（金曜日・放課後）

■ LOP VIET VUI（神戸市長田区）
→ベトナム語の母語支援教室（土曜日・午後）

■ ワールドキッズコミュニティ（神戸市長田区）
→スペイン語の母語支援教室（土曜日・午前～午後）

Ⅳ おわりに

■ 外国人児童生徒にかかわる教育指針の具現化

多様な文化的背景をもつ外国人児童生徒と豊かに共生

する真の国際化をめざす

・・・一人一人の外国人児童生徒を大切に

■ 人権教育基本方針の具現化

すべての人の基本的人権を尊重し、人権という普遍的

文化を構築する


